
平成25年度事務事業評価表（平成24年度振り返り）

政策名

所管課係名

所管課長名
事業費

（実績額）
人件費

（理論値）
トータル
コスト

実績値 実績値 実績値 ① ② ①＋② 事業費
（実績額）

事業費
（実績額）

（ 単位 ） （ 単位 ） （ 単位 ） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

■ □ □ 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度

2 2,604 113 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4

障害福祉課長
秋山　悟

（ 箇 所 ） （ 千 円 ） （ 人 ）

平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度

財源 □ □ ■ 2 2,604 121

上乗 □ （ 箇 所 ） （ 千 円 ） （ 人 ）

□ □ 全部委託 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度

□ 一部委託 ■ 補助・助成金 2 2,604 121

□ （ 箇 所 ） （ 千 円 ） （ 人 ）

■ □ □ 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度

10 100 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4 必要性 有効性 達成度 効率性

障害福祉課長
秋山　悟

（ 人 ） （ 人 ） （ ％ ）

平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度

財源 ■ □ □ 10 100

上乗 □ （ 人 ） （ 人 ） （ ％ ）

□ □ 全部委託 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度

□ 一部委託 ■ 補助・助成金 10 100

□ （ 人 ） （ 人 ） （ ％ ）

□ ■ □ 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度

6,209 164 100 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4 必要性 有効性 達成度 効率性

障害福祉課長
秋山　悟

（ 人 ） （ 人 ） （ ％ ）

平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度

財源 □ ■ □ 5,953 159 100

上乗 □ （ 人 ） （ 人 ） （ ％ ）

■ □ 全部委託 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度

□ 一部委託 □ 補助・助成金 5,648 141 100

□ （ 人 ） （ 人 ） （ ％ ）

□ ■ □ 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度

678 73 30 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4

障害福祉課長
秋山　悟

（ 人 ） （ 人 ） （ 件 ）

平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度

財源 □ ■ □ 605 48 27

上乗 ■ （ 人 ） （ 人 ） （ 件 ）

□ □ 全部委託 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度

□ 一部委託 ■ 補助・助成金 574 48 20

□ （ 人 ） （ 人 ） （ 件 ）

現状維持

25年度以
降方向性

現状維持
26年度以
降方向性

現状維持
25年度以
降方向性

25年度以
降方向性

26年度以
降方向性

現状維持
25年度以
降方向性

26年度以
降方向性

3,256 1,069

説明欄：補助指標(ポイ
ント)に1,000円を乗じた
額と補助対象経費の実支
出額とを比較して少ない
方の額が補助額となる。

2,323

現状維持

26年度以
降方向性

26年度以
降方向性

意図
地域社会における自立生活を助長する
ため、生活の場を提供し、援護・指導
を行う。

説明欄：知的障害者グループホーム等家賃助
成実施要綱に基づく、東京都の補助事業であ
る。地域移行支援促進のため入所施設を退所
した重度障害者等への支援費を加えた。

現状維持

2,277 144

144

説明欄：障害者自立支援法に基づく事業のた
め、妥当であり維持する。

26年度以
降方向性

現状維持
25年度以
降方向性

説明欄：千円未満切り捨
てのための端数

25年度以
降方向性

2,604

現状維持

説明欄：

市全額

直営（委託無）

その他（　　　　　　　　　　　　　）

市独自上乗せ（上乗・横出）

402 5,218

全額補助 一部補助有

446

3,969 371 4,340

5,464

手段
・

内容

①本人に対しては、所得に応じて、家
賃助成を行なう。②生活寮を運営して
いる法人には、運営費を支払う。

①家賃助成を
している件数
②運営費を支
払った生活寮
運営法人

232,216 50,869

事業
形態

対象

①就労しているまたは通所施設等を利
用している知的障害者（愛の手帳所持
者）②知的障害者を入寮させている運
営法人

努力義務的

5,910

直営（委託無）

意図
サービス提供により、心身障害者の日
常生活の支援と社会参加を促進する。

説明欄：

その他（　　　　　　　　　　　　　）

14,862

手段
・

内容

居宅介護（身体介護、家事援助、行動援
護、同行援護、重度訪問介護等）を必要と
している心身障害者から支給申請書を提出
してもらい、面接調査の上、決定をする。
利用者は、事業所と契約をし、サービスの
提供を受ける。月毎にまとめられた事業所
からの請求に基づき介護給付費・訓練等給
付費を支払う。

市全額

説明欄：国１／２、都１
／４、市１／４の負担と
なっている

13,377

4,816

①市内の愛の
手帳を所持し
ている 18歳以
上の知的障害
者の数②運営
法人の数

204,619

根拠
法令
等

自主的 義務的

居宅介護のサー
ビスを利用して
いる人の数

サービスの提
供により日常
生活・社会参
加ができた障
害 者 の 割 合
（利用者数／
支 給 決 定 者
数）

①生活寮を利用
している知的障
害者の数②生活
寮を運営してい
る法人の数

身体障害者手
帳 ・ 愛 の 手
帳・精神保健
福祉手帳所持
者

対象

・東久留米市知的障害者グループホーム等
運営費助成事業実施要領
・東久留米市障害者グループホーム等支援
事業実施要綱（新）

説明欄：

・障害者自立支援法

09-01-04

障害福祉課
福祉支援係

266,314 12,342 278,656 65,571

218,839

09-01-03

障害福祉課
福祉支援係

根拠
法令
等

自主的 義務的 努力義務的

全額補助

事業
形態

対象

一部補助有

市独自上乗せ（上乗・横出）

市民で、在宅生活をしており、身体障
害者手帳所持者もしくは知的障害、精
神障害のある者

10,339

全額補助 一部補助有 市全額

直営（委託無）

その他（　　　　　　　　　　　　　）

市独自上乗せ（上乗・横出）

803 10,250 1

意図
外出困難な重度の障害者の生活圏の拡
大を図る。

1

20歳以上の重度の脳性麻痺者で単独
で、屋外活動が困難な身体障害者手帳
1級の者

20歳以上の重
度の脳性麻痺
者で単独で屋
外活動が困難
な身体障害者
手 帳 1 級 の 者
（未把握）

利用者数

手段
・

内容

1月に12回を限度とし、屋外への手引、同行
をしてもらう際にチケットを発行し、利用
した場合に介護人に利用券を渡し、介護人
は翌月に月日、介護人氏名、住所、捺印し
た券を担当課へ請求し、市から支払いをす
る。平成16年7月からは、介護人は家族のみ
に限定。

8929,447

9,447

説明欄：東京都重度脳性麻痺者介護事業運営
要綱に基づく、東京都補助事業で妥当であり
維持する。

8,824 741 9,565

1

30

25年度以
降方向性

現状維持

説明欄：東京都福祉保健財団から補助を受け
ている障害者在宅介護支援団体に対し、市か
ら補助を行う。障害者が地域で自立生活を送
るうえでは、自立プログラムは必要であり、
民間事業所が実施することにより、宿泊訓練
等の柔軟かつ適切な支援が実施でき、妥当で
ある。

外出した機会
の割合（利用
券の回収枚数
／発行枚数）

219,481 48,287

補助金額（総計
額）

利用者実人数

説明欄：

全額補助

市独自上乗せ（上乗・横出）

2,6042,634

自主的 義務的

障害福祉課
地域支援係

根拠
法令
等

直営（委託無）

意図
事業所に補助することで、市が直接行
なうよりも、利用者に対して柔軟で適
切に、自立生活の支援が行なえる。 2,604

手段
・

内容

地域生活を送るために、自立プログラ
ムにて、生活訓練や宿泊訓練、相談事
業を実施する事業所に経費の一部を補
助する一部補助有

その他（　　　　　　　　　　　　　）

25年度以
降方向性

現状維持
26年度以
降方向性

現状維持

09-01-02

障害福祉課
福祉支援係

根拠
法令
等

事業
形態

事業
形態

09-01-01

説明欄：

2,629 2,604

2,604

補助金交付事
業所

説明欄：

27 2,631

自主的 義務的 努力義務的

対象 65歳未満の障害者（手帳所有者）

市全額

・東久留米市障害者自立生活支援事業運営
費補助金交付要綱

努力義務的

・東京都重度脳性麻痺者介護事業運営要綱
・東久留米市重度脳性麻痺者介護事業運営
要綱

26年度以
降方向性

現状維持

2,604 25

説明欄：

説明欄：他県利用者で都加算の該当とならな
い事業所への運営費委託

重度脳性麻痺者介護
人派遣事業

障害者訪問系サービ
ス事業

知的障害者生活寮事
業

障害者自立生活援護
活動支援事業

説明欄：東京都福祉保健財団から補助を受け
ている障害者在宅介護支援団体に対し、市か
ら補助を行う。障害者が地域で自立生活を送
るうえでは、自立プログラムは必要であり、
民間事業所が実施することにより、宿泊訓練
等の柔軟かつ適切な支援が実施でき、妥当で
ある。

健康で幸せにすごせるまち 施策番号・名 09 障害者福祉の推進 基本事業番号・名 09-01 日常生活への支援

事務事業名 指標 指標 指標

事務事業
番号

事務事業の概要
(根拠法令等、財源、上乗、形態)

事務事業の目的
事務事業の対象、手段（事業内容）、意図

対象指標
（対象の数値指標化）

活動指標
（手段の数値指標化）

成果指標
（意図したことの結果の

数値指標化）

一般財源分

全庁評価会議
（26年度に向けた

方向性等）事務事業の方向性、項目別評価
及びその理由等

特定財源に伴う一般財源 一般財源

事業費の概要説明
事務事業の方向性、項目別評価

及びその理由等

事務事業全体

東久留米市



平成25年度事務事業評価表（平成24年度振り返り）

政策名

所管課係名

所管課長名
事業費

（実績額）
人件費

（理論値）
トータル
コスト

実績値 実績値 実績値 ① ② ①＋② 事業費
（実績額）

事業費
（実績額）

（ 単位 ） （ 単位 ） （ 単位 ） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

健康で幸せにすごせるまち 施策番号・名 09 障害者福祉の推進 基本事業番号・名 09-01 日常生活への支援

事務事業名 指標 指標 指標

事務事業
番号

事務事業の概要
(根拠法令等、財源、上乗、形態)

事務事業の目的
事務事業の対象、手段（事業内容）、意図

対象指標
（対象の数値指標化）

活動指標
（手段の数値指標化）

成果指標
（意図したことの結果の

数値指標化）

一般財源分

全庁評価会議
（26年度に向けた

方向性等）事務事業の方向性、項目別評価
及びその理由等

特定財源に伴う一般財源 一般財源

事業費の概要説明
事務事業の方向性、項目別評価

及びその理由等

事務事業全体

□ ■ □ 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度

5,947 194 100 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4 必要性 有効性 達成度 効率性

障害福祉課長
秋山　悟

（ 人 ） （ 人 ） （ ％ ）

平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度

財源 □ ■ □ 5,598 176 100

上乗 □ （ 人 ） （ 人 ） （ ％ ）

■ □ 全部委託 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度

□ 一部委託 □ 補助・助成金 5,305 120 100

□ （ 人 ） （ 人 ） （ ％ ）

□ ■ □ 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度

5,424 8,793 959 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4

障害福祉課長
秋山　悟

（ 人 ） （ 千 円 ） （ 件 ）

平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度

財源 □ □ ■ 5,230 9,079 902

上乗 □ （ 人 ） （ 千 円 ） （ 件 ）

□ ■ 全部委託 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度

□ 一部委託 □ 補助・助成金 5,017 5,222 874

□ （ 人 ） （ 千 円 ） （ 件 ）

□ ■ □ 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度

747 23,420
①6,034

②7,005
必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4 必要性 有効性 達成度 効率性

障害福祉課長
秋山　悟

（ 人 ） （ 千 円 ） （ 人 ）

平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度

財源 □ ■ □ 719 23,420
①5,363

②6,429

上乗 □ （ 人 ） （ 千 円 ） （ 人 ）

□ ■ 全部委託 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度

□ 一部委託 □ 補助・助成金 631 31,323
①5,915

②7,345

□ （ 人 ） （ 千 円 ） （ 人 ）

□ ■ □ 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度

4,485 230 100 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4 必要性 有効性 達成度 効率性

障害福祉課長
秋山　悟

（ 人 ） （ 件 ） （ ％ ）

平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度

財源 □ ■ □ 4,374 269 100

上乗 □ （ 人 ） （ 件 ） （ ％ ）

■ □ 全部委託 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度

□ 一部委託 □ 補助・助成金 4,204 264 100

□ （ 人 ） （ 件 ） （ ％ ）

09-01-05

対象
18歳以上の身体障害者、知的障害、精
神障害のある市民。

18歳以上の身
体・知的・精
神障害者

グループホーム
等を利用してい
る人の数

障害者から支給申請を提出してもら
い、グループホーム等の利用を決定す
る。利用者は施設と契約をし、サービ
スの提供を受ける。利用施設は、月毎
に市へ介護給付費・訓練等給付費の請
求をし、支払いを受ける。 321,857 803 322,660

892 136,439

グループホー
ム等で必要な
サービスを受
けられた人の
割合（サービ
ス受給者／入
居者）

25年度以
降方向性

全額補助

障害福祉課
福祉支援係

根拠
法令
等

自主的 義務的 努力義務的

説明欄：障害者自立支援法に基づく事業のた
め、妥当であり維持する。

一部補助有 市全額

26年度以
降方向性

現状維持
説明欄：国１／２、都１
／４、市１／４の負担と
なっている

25年度以
降方向性

・障害者自立支援法

373,585 741 374,326

26年度以
降方向性

132,674

43,247

現状維持

手段
・

内容

104,871

説明欄：

市独自上乗せ（上乗・横出）

事業
形態

直営（委託無）

意図
グループホーム等で日常生活をしなが
ら適切な指導を受ける。

133,547

その他（　　　　　　　　　　　　　）

根拠
法令
等

自主的 義務的 努力義務的

対象

手段
・

内容一部補助有 市全額

市独自上乗せ（上乗・横出）

現状維持

9,169

100 5,322

9,079 90

5,222

09-01-06

障害福祉課
地域支援係

26年度以
降方向性

現状維持
市内在住の心身障害者および家族や介
護者等

身体障害者手
帳・愛の手帳
所持者

事業委託費 相談件数

25年度以
降方向性

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

説明欄：都立施設民間移
譲に伴い、市負担の増額
を都が保障するため、包
括補助にて500,000円×9
人 =4,500,000 円 の 補 助
（歳入充当先事業は地域
の特性に応じて選択でき
る。）が22年度で終了と
なった。

25年度以
降方向性

・障害者自立支援法（相談支援事業）
・さいわい福祉センター条例、施行規則（市）

・東久留米市相談支援事業実施要綱（市）
・東久留米市障害者地域自立生活支援センター事
業実施要綱（市）

8,793 82 8,875

9,079

722

直営（委託無）

説明欄：

福祉サービス利用援助、社会資源の活
用、ピアカウンセリング、各相談、情
報提供等をさいわい福祉センターの指
定管理業務にて実施

説明欄：障害者自立支援法の相談支援事業で
あり、障害者が自立した生活を営む上での相
談・支援機能として有効性がある。

全額補助

現状維持

8,793

意図
障害者や家族の生活を支援し、在宅障
害者の自立と社会参加を図る

事業
形態

09-01-07

障害福祉課
地域支援係

根拠
法令
等

対象

自主的 義務的 努力義務的

全額補助 一部補助有

現状維持
説明欄：補助基準額の１
／２が市の負担であり、
機能強化事業については
国１／２、都１／４、市
１／４の負担となってい
る

25年度以
降方向性

説明欄：障害者自立支援法に基づく地域生活
支援事業の必須事業であり、妥当である。
(相談支援事業および地域活動支援センター
事業を実施)

地域生活を送る精神障害者

精神保健福祉
手帳所持者数

事業委託費
利 用 実 績
（①生活支援
②相談件数）

25年度以
降方向性

説明欄：

・障害者自立支援法
・地域生活支援事業実施要綱
・東久留米市精神障害者地域生活支援セン
ター事業実施要綱

23,420 82 23,502 18,421

手段
・

内容

現状維持
26年度以
降方向性

市独自上乗せ（上乗・横出）

直営（委託無）

意図
精神障害者障害者が住み慣れた地域で
自立した生活が続けられる

31,323 100

日常生活の支援、地域交流、集いの
場、相談等を社福法人に委託にて実施

23,420 90

市全額

補装具を給付し
た件数

必要な助成を
受けられた人
の割合

25年度以
降方向性

38,046

18,646

31,423 26,184

23,510

8,027

全額補助 一部補助有 市全額

補装具交付事業

その他（　　　　　　　　　　　　　）

自主的 義務的 努力義務的

事業
形態

手段
・

内容

補装具が必要な身体障害者（児）に補装具
交付・修理を決定し、住民税の課税状況に
応じた自己負担を決定する。

市独自上乗せ（上乗・横出）

09-01-08

障害福祉課
福祉支援係

根拠
法令
等

対象 身体障害者手帳を所持する市民
・障害者自立支援法
・東久留米市障害者自立支援法施行細則

事業
形態

身体障害者の
数

8,918 32,123

5,39921,595 7,406 29,001

30,019

説明欄：

現状維持
26年度以
降方向性

現状維持
説明欄：国１／２、都１
／４、市１／４の負担と
なっている

25年度以
降方向性

説明欄：障害者自立支援法に基づく事業で、
妥当であり維持する。

説明欄：

直営（委託無）

意図
補装具を交付することで、障害者の日
常生活上の不利を軽減する。

23,205

その他（　　　　　　　　　　　　　）

26年度以
降方向性

3,821

2,933

説明欄：

説明欄：相談支援事業は障害者自立支援法の
地域生活支援事業のうち必須事業であり妥当
である。

説明欄：

26年度以
降方向性

26年度以
降方向性

現状維持

障害者居住系サービ
ス事業

心身障害者地域自立
生活支援センター事
業

精神障害者地域生活
支援センター事業

東久留米市



平成25年度事務事業評価表（平成24年度振り返り）

政策名

所管課係名

所管課長名
事業費

（実績額）
人件費

（理論値）
トータル
コスト

実績値 実績値 実績値 ① ② ①＋② 事業費
（実績額）

事業費
（実績額）

（ 単位 ） （ 単位 ） （ 単位 ） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

健康で幸せにすごせるまち 施策番号・名 09 障害者福祉の推進 基本事業番号・名 09-01 日常生活への支援

事務事業名 指標 指標 指標

事務事業
番号

事務事業の概要
(根拠法令等、財源、上乗、形態)

事務事業の目的
事務事業の対象、手段（事業内容）、意図

対象指標
（対象の数値指標化）

活動指標
（手段の数値指標化）

成果指標
（意図したことの結果の

数値指標化）

一般財源分

全庁評価会議
（26年度に向けた

方向性等）事務事業の方向性、項目別評価
及びその理由等

特定財源に伴う一般財源 一般財源

事業費の概要説明
事務事業の方向性、項目別評価

及びその理由等

事務事業全体

□ ■ □ 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度

5,424 1,908 100 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4 必要性 有効性 達成度 効率性

障害福祉課長
秋山　悟

（ 人 ） （ 人 ） （ ％ ）

平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度

財源 □ ■ □ 5,230 1,901 100

上乗 □ （ 人 ） （ 人 ） （ ％ ）

■ □ 全部委託 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度

□ 一部委託 □ 補助・助成金 5,017 1,830 100

□ （ 人 ） （ 人 ） （ ％ ）

□ ■ □ 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度

1,722 482 785 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4

障害福祉課長
秋山　悟

（ 人 ） （ 人 ） （ 人 ）

平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度

財源 □ □ ■ 1,649 474 747

上乗 □ （ 人 ） （ 人 ） （ 人 ）

■ □ 全部委託 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度

□ 一部委託 □ 補助・助成金 1,655 458 631

□ （ 人 ） （ 人 ） （ 人 ）

□ ■ □ 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度

346 346 4,485 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4 必要性 有効性 達成度 効率性

障害福祉課長
秋山　悟

（ 人 ） （ 件 ） （ 人 ）

平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度

財源 □ ■ □ 336 336 4,374

上乗 □ （ 人 ） （ 件 ） （ 人 ）

■ □ 全部委託 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度

□ 一部委託 □ 補助・助成金 373 374 4,374

□ （ 人 ） （ 件 ） （ 人 ）

■ □ □ 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度

1,284 1,284 1,284 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 3 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4

障害福祉課長
秋山　悟

（ 人 ） （ 人 ） （ 人 ）

平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度

財源 □ ■ □ 1,336 1,336 1,336

上乗 □ （ 人 ） （ 人 ） （ 人 ）

□ □ 全部委託 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度

□ 一部委託 ■ 補助・助成金 1,266 1,266 1,266

□ （ 人 ） （ 人 ） （ 人 ）

1,071

自主的 義務的 努力義務的

全額補助 一部補助有 市全額

市独自上乗せ（上乗・横出）

09-01-09

障害福祉課
福祉支援係

根拠
法令
等

23,847

現状維持

対象
身体障害者手帳、愛の手帳を所持する
市民及び一部の精神保健福祉手帳を所
持する市民

身体障害者手
帳、愛の手帳
を所持する市
民

日常生活用具が
給付された人の
数

必要な助成を
受けられた人
の割合

26年度以
降方向性

現状維持
説明欄：国１／２、都１
／４、市１／４の負担と
なっている

25年度以
降方向性

説明欄：障害者自立支援法に基づく地域生活
支援事業の必須事業で妥当であり維持すると
ともに福祉用具の開発に伴い対象品目と対象
者の見直しを適宜行っていく。

説明欄：

26年度以
降方向性

25年度以
降方向性

説明欄：

・障害者自立支援法
・東久留米市障害者地域生活支援事業の費
用負担等に関する条例
・東久留米市障害者地域生活支援事業の費
用負担等に関する条例施行規則
・東久留米市日常生活用具費支給事業実施
要綱

22,299 988 23,287 5,575

手段
・

内容

5,693

事業
形態

直営（委託無）

意図
障害の状況に応じて日常生活用具を給
付し、障害者の日常生活の安定を図
る。 22,377

日常生活用具が必要な身体障害者
（児）、知的障害者（児）、精神障害
者（児）に日常生活用具を支給し、住
民税の額に応じて自己負担額を決定す
る。 22,776

1,189 23,566 6,517

その他（　　　　　　　　　　　　　）

根拠
法令
等

自主的 義務的 努力義務的

対象
精神疾患を有するもので、長期的に日
常生活や社会生活での制約がある者

現状維持
26年度以
降方向性

09-01-10

障害福祉課
地域支援係

自立支援医療
（精神障害者
通院）申請者
数

申請等受付者数
精神保健福祉
手帳所持者

25年度以
降方向性

625

25年度以
降方向性

現状維持現状維持
説明欄：

0

0

説明欄：精神保健福祉法に基づく事業であ
り、妥当である。市は受付交付事務のみ行
なっている。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

26年度以
降方向性

現状維持
説明欄：

0

0 625

0 576 576

0

その他（　　　　　　　　　　　　　）

手段
・

内容

精神保健福祉手帳に係る各種申請・届
出を受付し都へ進達。都で作成された
手帳・結果通知を本人へ交付する。

説明欄：精神保健福祉法に基づく事業であ
り、妥当である。市は受付交付事務のみ行
なっている。

全額補助 一部補助有 市全額

694 694

市独自上乗せ（上乗・横出）

・身体障害者福祉法
・身体障害者福祉法施行規則

事業
形態

直営（委託無）

意図
手帳所有に基づき、各福祉制度等を活
用し、住み慣れた地域で自立した生活
を送る。

8,918

義務的 努力義務的

全額補助 一部補助有 市全額

市独自上乗せ（上乗・横出）

9,908 9,908

対象
身体に障害を有する人が援護を受ける
ために必要な手帳を申請する市民

手帳交付件数
（ 新 規 、 更
新、再交付）

手帳交付申請件
数 （ 新 規 、 更
新、再交付）

身体障害者手
帳所持者

身体障害者手帳の交付申請を受理し、
東京都に進達する。その後、東京都に
よって作成された手帳について、取得
者に通知をする。

意図

0

現状維持
説明欄： 25年度以

降方向性

説明欄：事務費等交付金62,980円を受け、身
体障害者福祉法に基づく事業であり、妥当で
ある。

25年度以
降方向性

障害の状況に応じて、各種のサービス
を講じやすくする。

0

その他（　　　　　　　　　　　　　）

現状維持
26年度以
降方向性

0 8,228 8,228

手段
・

内容

8,918

自主的 義務的 努力義務的

直営（委託無）

その他（　　　　　　　　　　　　　）

事業
形態

直営（委託無）

現状維持

09-01-11

根拠
法令
等

自主的

0

手段
・

内容

難病・育成及び小児慢性疾患医療費助
成申請手続きの説明及び受付

市独自上乗せ（上乗・横出）

09-01-12

根拠
法令
等

説明欄：26年度以
降方向性

536

対象
難病・育成及び小児慢性疾患医療費受
給者

医療費助成受
給対象者

医療費助成受給
対象者

医療費助成受
給対象者

0

26年度以
降方向性

0 494 494
説明欄：事務費交付金344,162円を受け、国
および都事業であり、市は進達事務のみであ
るため、妥当であるので維持する。

説明欄：
現状維持

25年度以
降方向性

575

医療費の自己負担額の軽減

説明欄：

・難病対策要綱
・東京都難病患者等に係る医療費等の助成
に関する規則
・障害者自立支援法
・児童福祉法

全額補助 一部補助有 市全額

事業
形態

536

575

意図

説明欄：国および都事業であり、市は進達事
務のみであるため、妥当であるので維持す
る。

現状維持
25年度以
降方向性

現状維持
26年度以
降方向性

日常生活用具給付事
業

精神障害者保健福祉
手帳受付事務

身体障害者手帳受付
事務

難病・育成・小児慢
性疾患受付事務

障害福祉課
福祉支援係

障害福祉課
地域支援係

東久留米市



平成25年度事務事業評価表（平成24年度振り返り）

政策名

所管課係名

所管課長名
事業費

（実績額）
人件費

（理論値）
トータル
コスト

実績値 実績値 実績値 ① ② ①＋② 事業費
（実績額）

事業費
（実績額）

（ 単位 ） （ 単位 ） （ 単位 ） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

健康で幸せにすごせるまち 施策番号・名 09 障害者福祉の推進 基本事業番号・名 09-01 日常生活への支援

事務事業名 指標 指標 指標

事務事業
番号

事務事業の概要
(根拠法令等、財源、上乗、形態)

事務事業の目的
事務事業の対象、手段（事業内容）、意図

対象指標
（対象の数値指標化）

活動指標
（手段の数値指標化）

成果指標
（意図したことの結果の

数値指標化）

一般財源分

全庁評価会議
（26年度に向けた

方向性等）事務事業の方向性、項目別評価
及びその理由等

特定財源に伴う一般財源 一般財源

事業費の概要説明
事務事業の方向性、項目別評価

及びその理由等

事務事業全体

□ ■ □ 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度

2,029 345 264 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4 必要性 有効性 達成度 効率性

障害福祉課長
秋山　悟

（ 人 ） （ 人 ） （ 人 ）

平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度

財源 □ ■ □ 1,889 320 260

上乗 □ （ 人 ） （ 人 ） （ 人 ）

□ □ 全部委託 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度

□ 一部委託 ■ 補助・助成金 1,748 322 223

□ （ 人 ） （ 人 ） （ 人 ）

□ ■ □ 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度

6,171 22,727 2,860 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4 必要性 有効性 達成度 効率性

障害福祉課長
秋山　悟

（ 人 ） （ 千 円 ） （ 人 ）

平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度

財源 □ ■ □ 5,949 15,821 1,977

上乗 □ （ 人 ） （ 千 円 ） （ 人 ）

□ ■ 全部委託 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度

□ 一部委託 □ 補助・助成金 5,648 15,693 1,888

□ （ 人 ） （ 千 円 ） （ 人 ）

□ ■ □ 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度

6,209 579 100 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4 必要性 有効性 達成度 効率性

障害福祉課長
秋山　悟

（ 人 ） （ 人 ） （ ％ ）

平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度

財源 □ ■ □ 5,953 559 100

上乗 □ （ 人 ） （ 人 ） （ ％ ）

■ □ 全部委託 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度

□ 一部委託 ■ 補助・助成金 5,648 369 100

□ （ 人 ） （ 人 ） （ ％ ）

□ ■ □ 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度

5 201 201 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4 必要性 有効性 達成度 効率性

障害福祉課長
秋山　悟

（ 人 ） （ 件 ） （ 人 ）

平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度

財源 □ ■ □ 5 96 96

上乗 □ （ 人 ） （ 件 ） （ 人 ）

■ □ 全部委託 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度

□ 一部委託 □ 補助・助成金 5 140 140

□ （ 人 ） （ 件 ） （ 人 ）

全額補助 一部補助有

根拠
法令
等

自主的 義務的 努力義務的

市全額

対象 屋外での移動に困難がある障害者・児

視覚障害・知
的障害・精神
障害者(児)、
両上・下肢1級
の身体障害者
（児）

移動支援を利用
登録している人
の数

移動支援を利
用した人の数

25年度以
降方向性

09-01-13

移動支援が必要な対象者から申請書を
提出してもらい、障害の種別、住民税
の有無、年齢によって、利用時間及び
利用料を決定する。利用者は、事業所
に利用料を支払い、代理受領方式によ
り事業者からの請求に基づき、移動支
援費を支払う。

45,828 1,784 47,612

事業
形態

意図
サービスを利用することにより、障害
者の地域での自立生活及び社会参加の
充実を図る。 42,990

現状維持
26年度以
降方向性

説明欄：障害者自立支援法で、地域生活支援
事業による市町村の必須事業となっているた
め維持する。自立支援法改正により、視覚障
害者への給付の一部が自立支援給付の「同行
援護」に移行することとなった。また、24年
度からは要綱を改正し、全身性障害者も対象
とした。

・障害者自立支援法
・東久留米市障害者地域生活支援事業の費
用負担等に関する条例
・東久留米市障害者地域生活支援事業の費
用負担等に関する条例施行規則
・東久留米市移動支援費支給事業実施要綱

47,546 1,646 49,192

手段
・

内容

市独自上乗せ（上乗・横出）

直営（委託無）

1,982 44,972

その他（　　　　　　　　　　　　　）

現状維持
説明欄：国１／２、都１
／４、市１／４の負担と
なっている

25年度以
降方向性

11,887

18,625

13,863

障害福祉課
地域支援係

根拠
法令
等

自主的 義務的 努力義務的

対象 在宅の障害者

26年度以
降方向性

説明欄：

09-01-14
手 帳 所 有 者
（ 身 体 ・ 知
的・精神）

事業委託料
事業利用延べ
日数

25年度以
降方向性

現状維持

16,036

238 15,931 5,810

説明欄：国１／２、都１
／４、市１／４の負担と
なっている

25年度以
降方向性

説明欄：

15,693

説明欄：

22,727 198 22,925 9,555

26年度以
降方向性

5,97015,821 215

現状維持

全額補助 一部補助有 市全額

市独自上乗せ（上乗・横出）

日中一時支援が必要な対象者から申請書を提
出してもらい、利用決定をする。利用者は、
事業所と契約し、サービスの提供を受ける。
事業所は市に月毎の委託料を請求する。

説明欄：障害者自立支援法の地域生活支援事
業になっているため、妥当であり維持する。
なお、平成24年度より、定員の拡大および委
託事業所を１事業所拡大し（全５事業所）利
用者ニーズに対応している。

一時的に預かることにより、家族の負
担を軽減し、在宅障害者の生活を支援
する。

直営（委託無）

意図

手段
・

内容

・障害者自立支援法（国）
・東久留米市日中一時支援事業実施要綱
（市）

事業
形態

その他（　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　）

09-01-15

障害福祉課
福祉支援係

根拠
法令
等

自主的 義務的 努力義務的

全額補助 一部補助有 市全額

日中活動系サービス（療養介護、生活介
護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支
援等）を必要としている心身障害者から支
給申請書を提出してもらい、面接調査の
上、決定をする。利用者は、事業所と契約
をし、サービスの提供を受ける。月毎にま
とめられた事業所からの請求に基づき介護
給付費・訓練等給付費を支払う。

808,429 1,606 810,035

現状維持

対象
身体障害者手帳、愛の手帳を所持する
市民。知的障害、精神障害のある市民

手 帳 所 有 者
（ 身 体 ・ 知
的・精神）

日中活動系サー
ビスを利用して
いる人の数

サービスの提
供により必要
な訓練等を受
けられた人の
割合（サービ
ス利用者数／
支 給 決 定 者
数）

26年度以
降方向性

現状維持
説明欄：国１／２、都１
／４、市１／４の負担と
なっている

25年度以
降方向性

説明欄：障害者自立支援法に基づく事業であ
り、妥当である。障害者がその障害程度に
合った日中活動の場を選択できるように更に
通所施設の整備を進めていく必要がある。

説明欄：

25年度以
降方向性

26年度以
降方向性

・障害者自立支援法

969,785 1,482 971,267 213,915

手段
・

内容

189,998

説明欄：

市独自上乗せ（上乗・横出）

事業
形態

直営（委託無）

意図
地域での自立した生活に向け、入所施
設、新体系サービスに移行した通所施
設等の日中活動の場を提供する。 552,501 1,784 554,285 139,463

248 2,743

1,813 223

根拠
法令
等

自主的 義務的 努力義務的

対象 手帳所持者(身体・知的・精神)

09-01-16

障害福祉課
福祉支援係

26年度以
降方向性

現状維持
説明欄：国１／２、市１
／２の負担となっている

25年度以
降方向性

・障害者自立支援法

3,115 206 3,321

26年度以
降方向性

859

1,306

1,558
説明欄：説明欄：障害者自立支援方に基づく事業であ

り、妥当であるので維持する。

事業
形態

2,495

その他（　　　　　　　　　　　　　）

認定件数 決定者数

25年度以
降方向性

委員定数

現状維持

2,036

説明欄：

全額補助 一部補助有 市全額

市独自上乗せ（上乗・横出）

直営（委託無）

意図
支給決定の仕組みの透明化、明確化を
図る。

手段
・

内容
障害程度区分の認定を行う。

説明欄：

26年度以
降方向性

日中一時支援事業

障害者日中活動系
サービス事業

認定審査会事業

移動支援費支給事業

障害福祉課
福祉支援係

東久留米市



平成25年度事務事業評価表（平成24年度振り返り）

政策名

所管課係名

所管課長名
事業費

（実績額）
人件費

（理論値）
トータル
コスト

実績値 実績値 実績値 ① ② ①＋② 事業費
（実績額）

事業費
（実績額）

（ 単位 ） （ 単位 ） （ 単位 ） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

健康で幸せにすごせるまち 施策番号・名 09 障害者福祉の推進 基本事業番号・名 09-01 日常生活への支援

事務事業名 指標 指標 指標

事務事業
番号

事務事業の概要
(根拠法令等、財源、上乗、形態)

事務事業の目的
事務事業の対象、手段（事業内容）、意図

対象指標
（対象の数値指標化）

活動指標
（手段の数値指標化）

成果指標
（意図したことの結果の

数値指標化）

一般財源分

全庁評価会議
（26年度に向けた

方向性等）事務事業の方向性、項目別評価
及びその理由等

特定財源に伴う一般財源 一般財源

事業費の概要説明
事務事業の方向性、項目別評価

及びその理由等

事務事業全体

□ ■ □ 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度

175 4 100 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4 必要性 有効性 達成度 効率性

障害福祉課長
秋山　悟

（ 人 ） （ 回 ） （ ％ ）

平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度

財源 □ ■ □ 172 4 100

上乗 □ （ 人 ） （ 回 ） （ ％ ）

■ □ 全部委託 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度

□ 一部委託 □ 補助・助成金 168 4 100

□ （ 人 ） （ 回 ） （ ％ ）

□ ■ □ 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度

1,082 3 100 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4 必要性 有効性 達成度 効率性

障害福祉課長
秋山　悟

（ 人 ） （ 回 ） （ ％ ）

平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度

財源 ■ □ □ 1,073 3 100

上乗 □ （ 人 ） （ 回 ） （ ％ ）

■ □ 全部委託 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度

□ 一部委託 □ 補助・助成金 1,062 3 100

□ （ 人 ） （ 回 ） （ ％ ）

■ □ □ 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度

1,605 4 100 必要性 4 有効性 4 達成度 3 効率性 3 必要性 4 有効性 4 達成度 3 効率性 3

障害福祉課長
秋山　悟

（ 人 ） （ 回 ） （ ％ ）

平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度

財源 □ □ ■ 1,570 4 100

上乗 □ （ 人 ） （ 回 ） （ ％ ）

■ □ 全部委託 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度

□ 一部委託 □ 補助・助成金 1,498 4 100

□ （ 人 ） （ 回 ） （ ％ ）

□ ■ □ 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度

4,391 73 100 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4 必要性 有効性 達成度 効率性

障害福祉課長
秋山　悟

（ 人 ） （ 人 ） （ ％ ）

平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度

財源 □ ■ □ 4,275 49 100

上乗 □ （ 人 ） （ 人 ） （ ％ ）

■ □ 全部委託 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度

□ 一部委託 □ 補助・助成金 4,100 40 100

□ （ 人 ） （ 人 ） （ ％ ）

09-01-17

障害福祉課
福祉支援係

日常生活にお
いて常時の介
護を必要とす
る在宅の重度
障害者（児）
で障害程度が
国の基準を満
たす人

根拠
法令
等

自主的 義務的 努力義務的

全額補助 一部補助有 市全額

25年度以
降方向性

①特別障害者手当（月額26,260円）、
障害児福祉手当（月額14,280円）、経
過的福祉手当（月額14,280円）を3ヶ
月に一度支給②受給資格管理

46,213 402 46,615

42,819

日常生活において常時の介護を必要と
する在宅の重度障害者（児）で障害程
度が国の基準を満たす人

現状維持
26年度以
降方向性

現状維持
説明欄：国３／４、市１
／４の負担となっている

25年度以
降方向性

説明欄：特別児童扶養手当等の支給に関する
法律によるもので妥当であり維持する。

11,554

10,646

26年度以
降方向性

説明欄：

・特別児童扶養手当等の支給に関する法律
・特別児童扶養手当等の支給に関する法律
施行令
・東久留米市障害児福祉手当及び特別障害
者手当等事務負担金細則

49,444 371 49,815 12,361

手段
・

内容

市独自上乗せ（上乗・横出）

直営（委託無）

意図
日常生活や社会生活の中で制約を受け
る障害者に対し、所得保障を行なう。

42,373 446

①支給回数②申
請 等 （ 認 定 請
求 、 各 種 異 動
届、喪失届、現
況届等）の件数

日常の生活の
経済的負担が
軽減された助
成者の数／全
助成者数

対象

その他（　　　　　　　　　　　　　）

自主的 義務的 努力義務的

事業
形態

①支給回数②申
請等（申請書、
各種異動届、喪
失届、所得判定
等）件数

①日常の生活
の経済的負担
が軽減された
助成者の数／
全助成者数

25年度以
降方向性

現状維持

09-01-18

障害福祉課
管理係

根拠
法令
等

対象

身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1～3度の
交付を受けている人または脳性麻痺、進行
性筋萎縮症の人で、20歳以上の在宅の人
（本人所得制限あり）

左記対象の人
数

①心身障害者福祉手当（月額15,500
円）を4ヶ月に一度支給

事業
形態

日常生活や社会生活の中で制約を受け
る障害者に対し、所得保障を行なう。

196,866 892

手段
・

内容

直営（委託無）

意図

全額補助 一部補助有

・東京都心身障害者福祉手当に関する条例
・東京都心身障害者福祉手当に関する条例
施行規則
・東久留米市心身障害者福祉手当条例
・東久留米市心身障害者福祉手当条例施行
規則

196,773

193,037

26年度以
降方向性

現状維持
説明欄：

197,758

991 194,028

197,596
説明欄：東京都の補助事業に基づく事業によ
り妥当であり維持する。

823

25年度以
降方向性

09-01-19

障害福祉課
管理係

根拠
法令
等

自主的 義務的 努力義務的

事業
形態

その他（　　　　　　　　　　　　　）

対象

身体障害者手帳1～4級、愛の手帳1～4度の
交付を受けている人または脳性麻痺、進行
性筋萎縮症の人で、心身障害者福祉手当、
児童育成手当の障害者手当、介護保険の給
付を受けていない人（本人所得制限あり）

左記対象の人
数

説明欄：

その他（　　　　　　　　　　　　　）

市全額

市独自上乗せ（上乗・横出）

26年度以
降方向性

①障害者福祉手当（身体障害者手帳
3・4級、愛の手帳4度は月額4,000円、
その他は月額6,700円）②受給資格管
理

85,764 660 86,424

82,630

全額補助 一部補助有 市全額

日常生活や社会生活の中で制約を受け
る障害者に対し、所得保障を行なう。

734

説明欄： 25年度以
降方向性

現状維持

説明欄：都の制度の対象とならない障害者
（20歳未満、65歳以上で新規身体障害者手帳
取得者、身体障害者手帳3･4級、愛の手帳4度
等）のうち所得制限内の人を支援している経
緯があり維持する。

①支給回数②申
請等（申請書、
各種異動届、喪
失届、所得判定
等）件数

①日常の生活
の経済的負担
が軽減された
助成者の数／
全助成者数

25年度以
降方向性

81,89681,896

26年度以
降方向性

現状維持

88,416 87,807

85,764

現状維持
26年度以
降方向性

現状維持

25年度以
降方向性

説明欄：

・東久留米市障害者福祉手当条例
・東久留米市障害者福祉手当条例施行規則

87,807 609

手段
・

内容

市独自上乗せ（上乗・横出）

18歳以上の身
体障害者手帳
所持者

直営（委託無）

意図

107,779
根拠
法令
等

自主的 義務的 努力義務的

対象

身体障害者手帳が交付された18歳以上の者
で、その障害部位に医療を施すことによっ
て、その障害除去またはその程度を軽減
し、日常生活の回復を図ろうとしている身
体障害者

医療給付を決定
した障害者の数

障害が除去ま
たは軽減した
障害者の割合
（更生医療利
用 者 ／ 申 請
者）

09-01-20

障害福祉課
福祉支援係

現状維持

109,114

446 84,900

・障害者自立支援法

26,938

108,712 402

26年度以
降方向性

現状維持
説明欄：国１／２、都１
／４、市１／４の負担と
なっている

26,229

20,605

25年度以
降方向性

26年度以
降方向性

説明欄：

手段
・

内容

医療給付が必要な障害者から事前に必
要書類を提出してもらい、心身障害者
福祉センターで要否判定を行なう。該
当者には医療券を交付し、入院等に要
した費用を医療機関に支払う。

説明欄：障害者自立支援法に基づく事業であ
り、妥当であるので維持する。

371 108,150

障害の程度の軽減

84,454

その他（　　　　　　　　　　　　　）

全額補助 一部補助有 市全額

市独自上乗せ（上乗・横出）

事業
形態

直営（委託無）

意図

説明欄：

説明欄：

説明欄：都の制度の対象とならない障害者
（20歳未満、65歳以上で新規身体障害者手帳
取得者、身体障害者手帳3･4級、愛の手帳4度
等）のうち所得制限内の人を支援している経
緯があり維持する。

説明欄：

更生医療事業

国福祉手当支給事業

都福祉手当支給事業

市福祉手当支給事業

東久留米市



平成25年度事務事業評価表（平成24年度振り返り）

政策名

所管課係名

所管課長名
事業費

（実績額）
人件費

（理論値）
トータル
コスト

実績値 実績値 実績値 ① ② ①＋② 事業費
（実績額）

事業費
（実績額）

（ 単位 ） （ 単位 ） （ 単位 ） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

健康で幸せにすごせるまち 施策番号・名 09 障害者福祉の推進 基本事業番号・名 09-01 日常生活への支援

事務事業名 指標 指標 指標

事務事業
番号

事務事業の概要
(根拠法令等、財源、上乗、形態)

事務事業の目的
事務事業の対象、手段（事業内容）、意図

対象指標
（対象の数値指標化）

活動指標
（手段の数値指標化）

成果指標
（意図したことの結果の

数値指標化）

一般財源分

全庁評価会議
（26年度に向けた

方向性等）事務事業の方向性、項目別評価
及びその理由等

特定財源に伴う一般財源 一般財源

事業費の概要説明
事務事業の方向性、項目別評価

及びその理由等

事務事業全体

■ □ □ 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度

97 3 100 必要性 3 有効性 2 達成度 3 効率性 2 必要性 3 有効性 2 達成度 3 効率性 2

障害福祉課長
秋山　悟

（ 人 ） （ 回 ） （ ％ ）

平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度

財源 □ □ ■ 105 3 100

上乗 □ （ 人 ） （ 回 ） （ ％ ）

■ □ 全部委託 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度

□ 一部委託 □ 補助・助成金 99 3 100

□ （ 人 ） （ 回 ） （ ％ ）

■ □ □ 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度

1,404 2,480 100 必要性 3 有効性 3 達成度 3 効率性 2 必要性 3 有効性 3 達成度 3 効率性 2

障害福祉課長
秋山　悟

（ 人 ） （ 件 ） （ ％ ）

平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度

財源 □ □ ■ 1,362 2,429 100

上乗 □ （ 人 ） （ 件 ） （ ％ ）

■ □ 全部委託 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度

□ 一部委託 □ 補助・助成金 1,329 2,473 100

□ （ 人 ） （ 件 ） （ ％ ）

■ □ □ 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度

1,113 694 100 必要性 4 有効性 4 達成度 3 効率性 3 必要性 4 有効性 4 達成度 3 効率性 3

障害福祉課長
秋山　悟

（ 人 ） （ 人 ） （ ％ ）

平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度

財源 □ □ ■ 1,067 672 100

上乗 □ （ 人 ） （ 人 ） （ ％ ）

■ □ 全部委託 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度

□ 一部委託 □ 補助・助成金 1,047 663 100

□ （ 人 ） （ 人 ） （ ％ ）

□ ■ □ 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度

1,722 2,649 100 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4 必要性 有効性 達成度 効率性

障害福祉課長
秋山　悟

（ 人 ） （ 人 ） （ ％ ）

平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度

財源 □ ■ □ 1,649 2,524 100

上乗 □ （ 人 ） （ 人 ） （ ％ ）

■ □ 全部委託 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度

□ 一部委託 □ 補助・助成金 1,655 2,359 100

□ （ 人 ） （ 人 ） （ ％ ）

全額補助 一部補助有 市全額

①障害者住宅手当（月額3,500円）を
4ヶ月に一回支給
②受給資格管理

・東久留米市障害者住宅手当支給実施要綱

手段
・

内容

市独自上乗せ（上乗・横出）

09-01-21

障害福祉課
管理係

根拠
法令
等

自主的 義務的 努力義務的

事業
形態

直営（委託無）

意図
日常生活や社会生活の中で制約を受け
る障害者に対し、所得保障を行なう。

その他（　　　　　　　　　　　　　）

①日常の生活
の経済的負担
が軽減された
助成者の数／
全助成者数

対象

身体障害者1・2級、愛の手帳1～3度、脳性
まひ、進行性筋萎縮症の人又はその人と世
帯を同じくする保護者で民間住宅居住者
（所得制限、生活保護住宅扶助受給者の制
限あり）

左記対象の人
数

①支給回数②申
請等（申請書、
各種異動届、喪
失届、所得判定
等）件数

現状維持
25年度以
降方向性

4,200 157 4,357

現状維持
26年度以
降方向性

4,015 145 4,160

25年度以
降方向性

現状維持

説明欄：高齢福祉・児童福祉など全庁的な経
済的負担を軽減するための助成であり維持す
る。

26年度以
降方向性

4,015

4,200

市独自上乗せ（上乗・横出）

3,941 174

説明欄：行財政改革ア
クションプラン３
（２）各種住宅手当の
適正化

4,115 3,941

説明欄：高齢福祉・児童福祉など全庁的な経
済的負担を軽減するための助成であり維持す
る。

現状維持
説明欄：

18,711

09-01-22

障害福祉課
管理係

根拠
法令
等

自主的 義務的 努力義務的

全額補助 一部補助有 市全額

18,195

対象

身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、
東京都医療費助成制度を受けている障害者
の一部で、在宅の人（所得制限あり。施設
入所・長期入院は該当しない。）

左記対象の人
数

請求件数
経済的負担が
軽減された助
成者の割合

25年度以
降方向性

手段
・

内容

①タクシー費 6ヶ月1万円を限度に利
用実績により年2回タクシー費の助成
②ガソリン費 1リットルにつき55円
を3ヶ月150リットルまで利用実績によ
り年4回ガソリン費の助成
③　①、②の受給管理

日常生活における外出機会や社会参加
を促進するため、移動経費を軽減す
る。

20,142

2,477 21,188

26年度以
降方向性

現状維持

説明欄：過去に事業を縮小てきた経緯はある
が、日常生活における外出機会や社会参加を
促進するための移動経費を軽減することを目
的としており、障害者の経済的負担が増える
こととなるため維持する。

2,230

現状維持

17,912

説明欄： 25年度以
降方向性

現状維持
26年度以
降方向性

17,912

18,711

説明欄：過去に事業を縮小てきた経緯はある
が、日常生活における外出機会や社会参加を
促進するための移動経費を軽減することを目
的としており、障害者の経済的負担が増える
こととなるため維持する。

努力義務的

全額補助

意図

現状維持
説明欄：

・東久留米市福祉タクシー等事業実施要綱
・東久留米市障害者自動車ガソリン費等助
成事業実施要綱 18,195 2,057 20,252

手段
・

内容

市独自上乗せ（上乗・横出）

事業
形態

直営（委託無）

その他（　　　　　　　　　　　　　）

09-01-23

障害福祉課
地域支援係

根拠
法令
等

自主的 義務的

事業
形態

直営（委託無）

意図

その他（　　　　　　　　　　　　　）

手当受給者数

経済的負担が
軽減されたと
感じている者
の割合/全助成
者数

一部補助有 市全額

対象
・東久留米市難病者福祉手当条例
・東久留米市難病者福祉手当条例施行規則

40,819 892 41,711

説明欄：難病者を対象に支援しているもので
あり、市の役割として妥当である。既に、平
成17年度より、他手当の併給制限や所得制限
を導入している。

現状維持
26年度以
降方向性

現状維持
26年度以
降方向性

42,063 823 42,886

日常生活や社会生活に制約を受ける難
病者に対し、所得保障を行なう。

39,245 991 40,236

特殊疾病にかかっている、都の難病医
療費等助成制度の該当者、または身体
障害者手帳で確認のできる人

対象者の人数

現状維持

対象 精神科での通院医療が必要な人

精神科通院が
必要な人

2,943

3,221 3,221

25年度以
降方向性

25年度以
降方向性

①難病者福祉手当（月額5,000円）を
4ヶ月に一度支給　②受給資格管理

現状維持

42,063

40,819

39,245

説明欄：難病者を対象に支援しているもので
あり、市の役割として妥当である。既に、平
成17年度より、他手当の併給制限や所得制限
を導入している。

説明欄： 25年度以
降方向性

説明欄：

09-01-24

障害福祉課
地域支援係

根拠
法令
等

自主的 義務的 努力義務的
26年度以
降方向性

現状維持
説明欄： 26年度以

降方向性

説明欄：

説明欄：

・障害者自立支援法

0 2,674 2,674

0 2,943

手段
・

内容

通院医療費公費負担に係る各種申請・
届出を受付、都に進達する。後に都で
作成された受給者証・結果通知を交付
する。

説明欄：事務費交付金80,723円を受け、障害
者自立支援方に基づく事業であり、妥当であ
る。

意図
通院医療費助成により経済的負担を軽
減。また受診継続を図ることができ
る。 0

受付件数

医療費の経済
的負担が軽減
された助成者
の数／全助成
対象者

25年度以
降方向性

現状維持

全額補助 一部補助有 市全額

市独自上乗せ（上乗・横出）

事業
形態

直営（委託無）

その他（　　　　　　　　　　　　　）

住宅手当支給事業

移動経費負担軽減事
業

難病者福祉手当支給
事業

自立支援医療費（精
神通院）受付事業

東久留米市



平成25年度事務事業評価表（平成24年度振り返り）

政策名

所管課係名

所管課長名
事業費

（実績額）
人件費

（理論値）
トータル
コスト

実績値 実績値 実績値 ① ② ①＋② 事業費
（実績額）

事業費
（実績額）

（ 単位 ） （ 単位 ） （ 単位 ） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

健康で幸せにすごせるまち 施策番号・名 09 障害者福祉の推進 基本事業番号・名 09-01 日常生活への支援

事務事業名 指標 指標 指標

事務事業
番号

事務事業の概要
(根拠法令等、財源、上乗、形態)

事務事業の目的
事務事業の対象、手段（事業内容）、意図

対象指標
（対象の数値指標化）

活動指標
（手段の数値指標化）

成果指標
（意図したことの結果の

数値指標化）

一般財源分

全庁評価会議
（26年度に向けた

方向性等）事務事業の方向性、項目別評価
及びその理由等

特定財源に伴う一般財源 一般財源

事業費の概要説明
事務事業の方向性、項目別評価

及びその理由等

事務事業全体

□ ■ □ 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度

1,043 626 100 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4 必要性 有効性 達成度 効率性

障害福祉課長
秋山　悟

（ 人 ） （ 件 ） （ ％ ）

平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度

財源 ■ □ □ 1,036 523 100

上乗 □ （ 人 ） （ 件 ） （ ％ ）

■ □ 全部委託 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度

□ 一部委託 □ 補助・助成金 1,031 495 100

□ （ 人 ） （ 件 ） （ ％ ）

□ ■ □ 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度

5,424 569 10 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4

障害福祉課長
秋山　悟

（ 人 ） （ 件 ） （ ％ ）

平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度

財源 □ □ ■ 5,230 543 10

上乗 □ （ 人 ） （ 件 ） （ ％ ）

■ □ 全部委託 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度

□ 一部委託 □ 補助・助成金 5,017 529 11

□ （ 人 ） （ 件 ） （ ％ ）

□ ■ □ 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度

6,209 941 15.2 必要性 4 有効性 4 達成度 3 効率性 3 必要性 有効性 達成度 効率性

障害福祉課長
秋山　悟

（ 人 ） （ 件 ） （ ％ ）

平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度

財源 □ ■ □ 5,953 766 12.9

上乗 □ （ 人 ） （ 件 ） （ ％ ）

■ □ 全部委託 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度

□ 一部委託 □ 補助・助成金 5,648 881 15.6

□ （ 人 ） （ 件 ） （ ％ ）

□ □ ■ 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度

1,724 0 0 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4

障害福祉課長
秋山　悟

（ 人 ） （ 人 ） （ ％ ）

平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度

財源 □ ■ □

上乗 □ （ 人 ） （ 人 ） （ ）

□ □ 全部委託 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度

□ 一部委託 ■ 補助・助成金

□ （ ） （ ） （ ）

09-01-25

障害福祉課
管理係

根拠
法令
等

自主的 義務的 努力義務的

全額補助 一部補助有 市全額

市独自上乗せ（上乗・横出）

対象

身体障害者手帳1・2級（内部障害は3級ま
で）、愛の手帳1・2度の交付を受けている
人で医療保険の被保険者又は被扶養者（65
歳以上新規は対象外）

左記対象の人
数

助成件数

医療費の経済
的負担が軽減
された助成者
の数／全助成
対象者

25年度以
降方向性

①受給管理
②自己負担立替分の助成

6,695 2,676 9,371

現状維持
26年度以
降方向性

現状維持
説明欄： 25年度以

降方向性

説明欄：東京都の心身障害者の医療費の助成
に関する条例に基づく補助事業であり妥当で
あり維持する。

説明欄：

26年度以
降方向性

説明欄：

・心身障害者の医療費の助成に関する条例
・心身障害者の医療費の助成に関する条例
施行規則 6,365 2,469 8,834

手段
・

内容

直営（委託無）

意図
重度の心身障害者の医療費について、
自己負担分の一部又は全部を助成する
ことにより、費用負担を軽減する。 6,890 2,973

事業
形態

9,863

その他（　　　　　　　　　　　　　）

09-01-26

障害福祉課
管理係

根拠
法令
等

自主的 義務的 努力義務的

対象
身体障害者手帳所持者で自ら運転する
人、第1種身体障害者・重度知的障害
者が移動するため介護人が運転する。

左記対象の人
数

受付件数

有料道路を5割
引で通行でき
る人数／手帳
処理数

0 1,580 1,580

1,713

25年度以
降方向性

現状維持
26年度以
降方向性

現状維持
説明欄：

1,903 1,903

説明欄：有料道路の管理者による基準であり
妥当であるので維持する。

26年度以
降方向性

0

現状維持

説明欄：有料道路の管理者による基準であり
妥当であるので維持する。

説明欄：

0

25年度以
降方向性

現状維持

0

有料道路通行割引受
付事業

0 1,713

手段
・

内容

申請書を受付し、手帳に対象となる乗
用車のナンバーと対象者である旨等を
記載し証明する。また、ＥＴＣ利用者
にはＥＴＣ利用対象者証明書を交付す
る。

意図 有料道路を5割引で通行できる。

0

通勤、通院等の日常生活活動において、有
料道路を利用する障害者に対し、自立と社
会経済活動への参加を支援するため、有料
道路道路管理者が行う通行料金割引制度

心身障害者医療費助
成事業

市全額

全額補助 一部補助有 市全額

市独自上乗せ（上乗・横出）

事業
形態

直営（委託無）

その他（　　　　　　　　　　　　　）

857 857

09-01-27

障害福祉課
管理係

根拠
法令
等

自主的 義務的 努力義務的

全額補助 一部補助有

26年度以
降方向性

対象

身体障害者手帳所持者、愛の手帳所持
者、精神障害者手帳所持者、戦傷病者、
原爆被爆者、生活保護受給世帯、児童扶
養手当受給世帯、被救護者の希望者

左記対象の人
数

受付件数

都営交通を無
料で利用でき
る人数／発行
数

25年度以
降方向性

申請書を受付し、都営交通の無料乗車
券を発行する。

手段
・

内容

0

26年度以
降方向性

現状維持
説明欄： 25年度以

降方向性

説明欄：事務費補助金49,950円を受け、都の
制度であり妥当であるので維持する。

説明欄：

・東京都都営交通無料乗車券発行規程
・東京都精神障害者都営交通乗車証条例
・東京都精神障害者都営交通乗車証条例施
行規則

0 791 791
説明欄：

現状維持

都営交通無料乗車券
発行事業

市独自上乗せ（上乗・横出）

直営（委託無）

意図
障害者等が無料で都営交通を利用でき
る。

0 952 952

事業
形態

その他（　　　　　　　　　　　　　）

09-01-28

障害福祉課
福祉支援係

根拠
法令
等

自主的 義務的 努力義務的

対象

25年度以
降方向性

現状維持
説明欄：国１／２、都１
／４、市１／４の負担と
なっている

25年度以
降方向性

現状維持
26年度以
降方向性

説明欄：

障害者成年後見制度
利用支援事業

障害者自立支援法

0 0 0

手帳所持者(知的・精神)

左記対象の人
数

受付件数

手段
・

内容

審判の請求を行いかつ審判請求に要す
る費用を負担する。また、成年後見等
に関する報酬の助成を行う。

説明欄：平成２４年度より事業開始。

事業
形態

判断能力が不十分になっても住み慣れ
た地域で安心して生活できるようにす
る。

その他（　　　　　　　　　　　　　）

市長申立件数

26年度以
降方向性

現状維持 現状維持
説明欄：

全額補助 一部補助有 市全額

市独自上乗せ（上乗・横出）

直営（委託無）

意図

東久留米市



平成25年度事務事業評価表（平成24年度振り返り）

政策名

所管課係名

所管課長名
事業費

（実績額）
人件費

（理論値）
トータル
コスト

実績値 実績値 実績値 ① ② ①＋② 事業費
（実績額）

事業費
（実績額）

（ 単位 ） （ 単位 ） （ 単位 ） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

健康で幸せにすごせるまち 施策番号・名 09 障害者福祉の推進 基本事業番号・名 09-01 日常生活への支援

事務事業名 指標 指標 指標

事務事業
番号

事務事業の概要
(根拠法令等、財源、上乗、形態)

事務事業の目的
事務事業の対象、手段（事業内容）、意図

対象指標
（対象の数値指標化）

活動指標
（手段の数値指標化）

成果指標
（意図したことの結果の

数値指標化）

一般財源分

全庁評価会議
（26年度に向けた

方向性等）事務事業の方向性、項目別評価
及びその理由等

特定財源に伴う一般財源 一般財源

事業費の概要説明
事務事業の方向性、項目別評価

及びその理由等

事務事業全体

□ ■ □ 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度

7,146 6 4 必要性 3 有効性 3 達成度 3 効率性 3 必要性 3 有効性 3 達成度 3 効率性 3

障害福祉課長
秋山　悟

（ 人 ） （ 件 ） （ 件 ）

平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度

財源 □ □ ■

上乗 □ （ ） （ ） （ ）

■ □ 全部委託 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度

□ 一部委託 □ 補助・助成金

□ （ ） （ ） （ ）

□ ■ □ 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度

6,209 5 24 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4 必要性 有効性 達成度 効率性

障害福祉課長
秋山　悟

（ 人 ） （ ヶ 所 ） （ 件 ）

平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度

財源 □ ■ □

上乗 □ （ 人 ） （ 人 ） （ ％ ）

■ □ 全部委託 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度

□ 一部委託 ■ 補助・助成金

□ （ 人 ） （ 人 ） （ ％ ）

□ □ ■ 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度

6,171 16 3 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4

障害福祉課長
秋山　悟

（ 人 ） （ 人 ） （ 回 ）

平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度

財源 □ □ ■

上乗 □ （ ） （ ） （ ）

■ □ 全部委託 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度

□ 一部委託 □ 補助・助成金

□ （ ） （ ） （ ）

市全額

25年度以
降方向性

障害福祉課に通報、相談の窓口（日中
は障害福祉課、土日祝、夜間は専用携
帯）を設置する。 左記対象の人

数

努力義務的

対象

現状維持 現状維持

説明欄：障害者虐待防止法平成24年10月1日
から施行され、それを受けてマニュアルを作
成。土日祝夜間の対応ができるよう、携帯電
話２台を購入した。

説明欄：障害者虐待防止法平成24年10月1日
から施行され、それを受けてマニュアルを作
成。土日祝夜間の対応ができるよう、携帯電
話２台を購入した。

説明欄：

事業
形態

直営（委託無）

09-01-29

障害福祉課
福祉支援係

自主的 義務的

全額補助 一部補助有

根拠
法令
等

障害者虐待防止相談
事業

障害者虐待防止法

18 1,152 1,170

26年度以
降方向性

26年度以
降方向性

現状維持身体障害、知的障害、精神障害（発達
障害を含む）、その他心身の機能に障
害がある者。

説明欄：

市独自上乗せ（上乗・横出）

手段
・

内容 通報、相談、取
扱い件数

現状維持

指定特定相談支
援事業所の数

状況の改善、
解決に至った
件数

25年度以
降方向性

18

義務的

その他（　　　　　　　　　　　　　）

意図
虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な
保護及び養護者に対する支援を行う。

努力義務的
説明欄：

・障害者自立支援法
・児童福祉法

92 741 833 23

全額補助

意図

市独自上乗せ（上乗・横出）

現状維持
26年度以
降方向性

現状維持
25年度以
降方向性

自主的
25年度以
降方向性

説明欄：障害者自立支援法に基づく事業であ
り、24年度から法改正により支給決定プロセ
スが見直されたことにより、障害福祉サービ
スを利用する全ての者にサービス等利用計画
案を提供することになった。

09-01-31

障害福祉課
地域支援係

根拠
法令
等

自主的 義務的

26年度以
降方向性

09-01-30

障害福祉課
福祉支援係

根拠
法令
等

事業
形態

対象 地域で生活する障害者

手 帳 所 有 者
（ 身 体 ・ 知
的・精神）

障害者支援団体や関係機関、当事者お
よび家族を委員とした協議会で、地域
における障害者への支援体制に関する
課題について情報を共有し、連携を図
りながら体制整備について協議を行
う。

相 談 支 援 系
サービスを利
用した件数

手段
・

内容

対象
身体障害者手帳、愛の手帳を所持する
市民。精神障害のある市民

努力義務的

直営（委託無）

地域における障害者福祉施策の充実に
繋がり、障害者の自立生活や社会参加
が促進される。

その他（　　　　　　　　　　　　　）

直営（委託無）

協議会開催回
数

意図

25年度以
降方向性

協議会委員人数

障害者相談支援事業

一部補助有 市全額

市独自上乗せ（上乗・横出）

相談支援系サービス（一般相談支援、特定
相談支援、障害児相談支援）を必要として
いる心身障害者から支給申請書を提出して
もらい、面接調査の上、決定をする。利用
者は、事業所と契約をし、サービスの提供
を受ける。月毎にまとめられた事業所から
の請求に基づき介護給付費・訓練等給付費
を支払う。

現状維持

手 帳 所 有 者
（ 身 体 ・ 知
的・精神）

25年度以
降方向性

説明欄：国１／２、都１
／４、市１／４の負担と
なっている

26年度以
降方向性

26年度以
降方向性

現状維持
説明欄：

現状維持

説明欄：地域自立支援協議会の設置について
は、障害者自立支援法において、地方自治体
の努力義務として規定されており妥当であ
る。今後、地域での障害者福祉のシステム作
りに関し、中核的な役割を果たす機能であ
る。

説明欄：協議会委員謝金（委員長11,000円、
委員10,000円×３回分）

・障害者自立支援法
・東久留米市地域自立支援協議会設置要綱

323 62 385 323

手段
・

内容

現状維持

その他（　　　　　　　　　　　　　）

地域自立支援協議会
事業

全額補助 一部補助有 市全額

事業
形態

東久留米市


